
令和８年２月１０日 

 

ラスベガス領事出張サービスの開催について 
 

当館は、ネバダ州ラスベガス近郊にお住まいの皆様を対象に、領事出張サービスを実施いた

します。 

 会場での待ち時間を短縮するため、事前予約制で定員を設けての実施となります。ご利用希

望者が多い場合、ご予約をお取りいただけない場合がありますので、予めご了承ください。 

 また、昨年３月２４日から旅券が日本で作成された後に当館に郵送されることとなり、郵送

の遅延や送付された旅券に不備がある場合は、開催日に交付ができない場合があることをあら

かじめご了承の上お申し込みください。 

 

１．ご利用いただける方の対象地域 

 当館管轄内のネバダ州ラスベガス近郊にお住いの日本人の皆様 

 

２．開催会場・日時 

（１）会場 

南ネバダ大学（College of Southern Nevada） 

チャールストンキャンパス（Charleston Campus）  

住所：6375 W. Charleston Blvd. Las Vegas, NV 89146-1164 

建物 B棟（DONALD F.STONE CLASSROOM COMPLEX）102号室 

※会場場所の詳細については、南ネバダ大学のホームページ（Campus Map）でご確認下さい。 

 

（２）日時 

令和８年（２０２６年）３月１１日（水）午後２時～午後４時まで 

１２日（木）午前１０時～午後１時まで 

 

（注）今後日程を急遽変更する場合には、領事メール及び当館ホームページにてお知らせしま

す。 

 

３.取扱業務 

 パスポート・証明の申請・交付及びその他の取扱業務（在外選挙人名簿登録、マイナンバー

カードの交付等） 

※パスポート・証明の交付のためには、以下４．のオンライン申請を事前に行う必要がありま

す。 

※オンライン申請が困難な場合（パスポート・証明の申請を会場で行う場合）は以下５．をお

読みください。  

 

４．オンラインでパスポート・証明（署名証明は除く）を申請する場合 

https://www.csn.edu/_csnmedia/documents/charleston-campus-map/2019charlestonmap.pdf


 パスポート及び証明の申請は、原則オンラインでのご申請をお願いします。オンラインでの

申請が困難な方のみ、会場で申請いただけます。詳しくは「５．従来どおり会場で、パスポー

ト・証明を申請する場合」をご確認ください。 

 

（１） 取り扱い業務 

①パスポート 

②証明（在留証明、出生証明、婚姻証明、離婚証明、戸籍記載事項証明及び旅券所持証明） 

※署名証明は、オンライン申請ができません。会場でご申請ください。 

※パスポートはオンライン申請から審査終了までに２週間、交付予定通知を取得するまで

にはさらに１ヶ月程度要する場合がありますので余裕をもった申請をお願いいたします。

（書類に不備等がある場合は更に時間を要する場合があります。） 

 

オンライン申請はこちら 

※必要書類等は以下のリンクよりご確認ください。 

   パスポートのオンライン申請について 

   証明に関する手続 

 

（２）予約受付期間 

以下の条件を満たす方が対象となります。 

・２０２６年３月１１日又は１２日に受け取り希望の方 

・３月３日（火）までに、以下のいずれかの案内メールが届いている方 

○パスポートの場合・・・交付予定通知（受取の依頼） 

 ※本日以降できる限り早めの申請をお願いいたします。 

○証明の場合   ・・・オンライン審査完了 

 

★予約受付期間★ 

２０２６年３月４日（水）午前 10時～５日（木）午後４時ご予約はこちら※ 

   ※予約受付期間開始後リンク先にアクセス可能となります。 

クリックしても予約ページが開かない場合はこのページを一度閉じてから、もう一度

クリックしてください。（又は、別のパソコンやスマートフォンからご利用くださ

い。） 

    

（３）受取時の必要書類 

①パスポート 

・交付予定日が記載された Eメールを印刷したもの 

・オンライン申請時にアップロードした書類の原本 

パスポート、グリーンカード、運転免許証、出生証明書、両親の旅券申請同意書、両親の

パスポート、両親のグリーンカードなど 

・手数料（マネーオーダーのみ）※マネーオーダーの記入例 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/files/100612914.pdf
https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/m03_03.html
https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/pdf/Money_Order_Sample_2025.pdf


    ※クレジットカードのオンライン決済は受け付けることができません。 

②証明 

・受理番号が記載された Eメールを印刷したもの 

・オンライン申請時にアップロードした書類の原本 

パスポート、グリーンカード、運転免許証、出生証明書、戸籍謄本、住所を立証する書類

など 

・手数料（マネーオーダーのみ）※マネーオーダーの記入例 

※クレジットカードのオンライン決済は受け付けることができません。 

 

※なお、上記必要書類をご持参いただかない場合は、いかなる場合であっても交付すること

が出来ませんので、予めご了承ください。 

 

５．従来どおり会場で、パスポート・証明を申請する場合 

（１）取り扱い業務 

①パスポート 

②証明（在留証明、署名証明） 

 

（２）申請日時と予約受付期間 

  【申請日時】  

・３月１１日（水）午後 ２時～午後４時まで 

１２日（木）午前１０時～午後１時まで 

  →受取りは、次回予定している領事出張サービスをご利用いただくか在サンフランシス

コ総領事館窓口での交付も可能。 

   ※会場で申請を行う場合、予約時間どおりに対応ができない場合がある点、あらかじ

めご了承ください。 

  

★予約受付期間と予約方法★ 

申請のご予約は、予約専用電話番号で受け付けます。 

３月３日（火）～４日（水） 

   午前９時３０分～午前１１時３０分、午後１時～午後４時３０分 

   ※１２月１０日又は１１日に出張サービス会場で申請された方の交付についてはご予約

不要です。 

 

   ＜予約専用電話番号＞ 

４１５－９１６－０３４４ 

４１５－９１６－０３４８ 

 

   ※ご予約の際は以下の項目についてお聞きします。事前にご準備ください。 

 ・申請される方の氏名（日本語氏名） 

 ・日中連絡できる電話番号  

https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/pdf/Money_Order_Sample_2025.pdf


 ・Eメールアドレス  

 ・申請内容とその件数（パスポート・証明・在外選挙） 

 ・現有旅券の有効期限満了日 

 ・在留届の提出の有無（提出されていない方は登録をお願いいたします）  

 ・戸籍謄本（６ヶ月以内発行）の有無（提出が必要な方は入手済みであること）  

戸籍電子証明書提出用識別符号（３か月の有効期限内）をお持ちの方は、ご予約時

に 16桁の番号をお知らせ下さい。制度の詳細はこちらのサイトをご覧下さい。 

https://www.moj.go.jp/content/001434764.pdf 

 

   ※定員になり次第、受付を終了いたします。なお、ご予約のない方はご利用できま 

    せんので、ご了承下さい。 

   ※予約専用電話以外の予約は受け付けておりません。 

    電話が混み合い、つながらない場合は、時間を空けておかけ直し下さい。 

  

（３）必要書類 

  ①パスポート 

必要書類は以下のリンクよりご確認ください。 

パスポートに関する申請手続 

※申請から新しい旅券の受け取りまでの間、現有旅券は使用可能です。 

申請時に現有旅券の原本とその顔写真のページのコピーをお持ちいただき、原本確認

の上でコピーをお預かりします。 

（現有旅券は新しい旅券の受け取りの際にお持ちいただき失効処理を行います。） 

 

②証明 

必要書類は以下のリンクよりご確認ください。 

 証明に関する手続 

※ご提出先との関係で発行日から有効期限が設定されている等、お急ぎの方は、当館窓

口での申請をお願いいたします。当館にお越しの際は、ホームページから予約をして

ください。 

 

６．その他の取り扱い業務 

（１）在外選挙人名簿登録 

在外選挙人名簿登録のみを行う場合は、事前に当館（415-780-6000（内線 6096））までご

連絡下さい。当日は、以下のリンクより必要書類をご準備の上、会場にお越し下さい。 

なお、当館から 100 マイル以上離れた遠隔地にお住まいの方は、会場にお越しいただかな

くてもビデオ通話での在外選挙人名簿登録申請も可能となっておりますので、こちらもご利

用下さい。 

在外選挙  

 

（２）在留届 

https://www.moj.go.jp/content/001434764.pdf
https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/m03_01.html
https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/m03_03.html
https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/m04_01.html


  「在留届電子届出システム」 を利用して、在留届を提出して下さい。 

 オンラインで「在留届」を提出された方は、「在留届電子届出システム」 を     

利用して、「変更届」及び「帰国・転出届」を提出することができます。 

 

（３）国外転出者向けマイナンバーカードの交付 

すでに申請済の方で、当館から「マイナンバーカードの交付等の準備ができました」とい

う通知メールを受信された方が対象です。 

交付をご希望の方は、 

 ・３月５日（木）（３月１１日（水）又は１２日（木）受け取り） 

までに当館（415-780-6000（内線 6096））までご連絡下さい。 

※当日は申請者の方（※代理での受け取りはできません）の日本国旅券、米国滞在資格及

びネバダ州の運転免許証を必ずご用意ください。 

 

７．各種手続きに関するお問合せ先 

在サンフランシスコ日本国総領事館 

CONSULATE-GENERAL OF JAPAN IN SAN FRANCISCO 

275 BATTERY ST., SUITE 2100, SAN FRANCISCO, CA 94111 

お問合せ電話番号：415-780-6000（内線 6096） 

E-mail: ryoken@sr.mofa.go.jp 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

